
号

外

一�
令

和

二

年

七

月
十
五
日

三
、
八
五
〇
人

計

三
、
八
五
一
人 計

目

次

規

則

○
岐
阜
県
知
事
部
局
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

一

○
岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

防

災

課)

二

○
岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

三

○
岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
(

同

)

三

教
育
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
教
育
総
務
課)

三

人
事
委
員
会
規
則

○
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

四

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)
四

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)
五

○
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

同

)

五

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

五

○
岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

六

規

則

岐
阜
県
知
事
部
局
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
八
十
三
号

岐
阜
県
知
事
部
局
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
知
事
部
局
職
員
定
数
規
則(

昭
和
三
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

｢

別
表
健
康
福
祉
部
の
項
中｢

八
七
四
人｣

を｢

八
七
五
人｣

に
改
め
、
同
表
中

｢を

｣
｣

に
改
め
、
同
表
合
計
の
項
中｢

四
、
〇
一
七
人｣

を｢

四
、
〇
一
八
人｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

( ) 令和２年７月15日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
二
年
七
月
十
五
日



医
療
・
検
査
体
制
対
策
室

感
染
症
対
策
推
進
課

感
染
症
対
策
調
整
課

感
染
症
対
策
推
進
課

感
染
症
対
策
調
整
課

感
染
症
対
策
推
進
課

医
療
・
検
査
体
制
対
策
室

第
二
項
の
表
感
染
症
対
策
推
進
課
の
項
第
二
号
に
掲
げ
る

事
務

一

感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
に
係
る
総
合
的
な
企
画
立

案
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

一

感
染
症
、
結
核
及
び
予
防
接
種
に
関
す
る
こ
と
。

二

感
染
症
に
係
る
医
療
機
関
等
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

管
理
調
整
係
、
企
画
連
携
係
、
社
会
基
盤
係

管
理
調
整
係
、
企
画
係
、
感
染
症
対
策
第
一
係
、
感
染
症

対
策
第
二
係

医
療
機
関
支
援
係
、
検
査
対
策

係

感
染
症
対
策
推

進
課

次
長(

調
整
担
当)

経
済
・
雇
用
再
生
室

経
済
・
雇
用
再
生
室感

染
症
対
策
監 一

人
一
人

第
二
項
の
表
商
工
政
策
課
の
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務

経
済
・
雇
用
再
生
係

上
司
の
命
を
受
け
、
感
染
症
対
策
の
総
合
調
整

そ
の
他
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
総
括
的
に
処
理

す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
感
染
症
対
策

に
関
し
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
処

理
す
る
。

岐
阜
県
規
則
第
八
十
四
号

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

八
条
第
一
項
の
表
保
健
医
療
課
の
項
中｢

、
感
染
症
対
策
係｣

を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

第
八
条
第
二
項
の
表
保
健
医
療
課
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら

第
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
八
条
第
五
項
の
表
保
健
医
療
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
八
条
第
六
項
の
表
健
康
推
進
室
の
項
中｢

保
健
医
療
課
の
項
第
九
号
か
ら
第
十
七
号｣

を｢
保
健

医
療
課
の
項
第
八
号
か
ら
第
十
六
号｣

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
九
条
第
二
項
の
表
商
工
政
策
課
の
項
第
十
三
号
中｢

次
号｣

を｢

第
十
五
号｣

に
改
め
、
同
項
中

第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
三
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四

県
の
経
済
の
活
性
化
及
び
雇
用
の
維
持
に
係
る
総
合
的
な
企
画
立
案
及
び
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

第
九
条
第
五
項
の
表
商
工
政
策
課
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
九
条
第
六
項
の
表
亜
炭
鉱
廃
坑
対
策
室
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
四
条
の
表
健
康
福
祉
部
の
部
次
長(

医
療
担
当)

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
保
健
医
療
課
の
部
感
染
症
・
疾
病
対
策
監
の
項
を
削
り
、
同
部
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
十
六
条
第
二
項
中｢

医
療
人
材
対
策
監｣

の
下
に｢

、
住
宅
宿
泊
事
業
対
策
監｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
八
十
五
号

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
八
十
九
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和２年７月15日 ( )２



感
染
症
対
策
調
整

班 感
染
症
対
策
推
進

班

健
康
福
祉
部

感
染
症
対
策
調
整
課

長
健
康
福
祉
部

感
染
症
対
策
推
進
課

長

災
害
対
策
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

１

防
疫
に
関
す
る
こ
と
。

２

感
染
症
指
定
医
療
機
関
の
災
害
対
策
に
関

す
る
こ
と
。

生
活
衛
生
課

住
宅
宿
泊
事
業
対
策
監

別
表
第
二
健
康
福
祉
部
の
部
保
健
医
療
班
の
項
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号

と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
避
難
所
支
援
チ
ー
ム
の
項
中｢
健
康
福
祉
政
策
班｣

を｢

健
康
福
祉
政
策
班

男
女
共
同
参
画
・
女
性
の
活
躍

推
進
班｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
八
十
六
号

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
上
欄
中｢

、
保
健
医
療
課｣

の
下
に｢

、
感
染
症
対
策
推
進
課
、
感
染
症
対
策
調
整
課｣

を

加
え
、｢

保
健
医
療
課

生
活
衛
生
課｣

を ｢

保
健
医
療
課

感
染
症
対
策
推
進
課

感
染
症
対
策
調
整
課

生
活
衛
生
課

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
八
十
七
号

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
上
欄
中｢

、
医
療
福
祉
連
携
推
進
課｣

の
下
に｢

、
生
活
衛
生
課｣

を
加
え
、
同
表
医
療

福
祉
連
携
推
進
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会
規
則

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
五
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

安

福

正

寿

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

( ) 令和２年７月15日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



福
利
厚
生
室

教
育
対
策
調
整
室

室

教
職
員
課

教
育
総
務
課 課

前
条
の
表
教
職
員
課
の
項
第
五
号
、
第
六
号
、
第
七
号(

恩
給
及
び
退
穏

料
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。)

及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務

前
条
の
表
教
育
総
務
課
の
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
事
務

分

掌

事

務

福
利
厚
生
室

教
育
対
策
調
整
室

室

厚
生
係
、
健
康
管
理
・
公
務
災
害
係

教
育
対
策
調
整
係
係

第
三
条
の
表
教
育
総
務
課
の
項
中
第
二
十
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

二
十

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
総
合
的
な
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

課
内
室
の
設
置
及
び
分
掌
事
務)

第
三
条
の
二

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
課
に
、
本
庁
課
内
室(

本
庁
の
課
に
置
く
室
を
い
う
。
以
下

同
じ
。)

と
し
て
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
室
を
置
き
、
当
該
室
の
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
当
該

室
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
を
置
く
。

２

前
項
に
規
定
す
る
本
庁
課
内
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
行
政
職
の
表
知
事
の
項
本
庁
課
長
の
欄
中｢

感
染
症
・
疾
病
対
策
監

こ
こ
ろ
の
健
康
推
進
監｣

を｢

こ
こ
ろ
の
健
康
推

感
染
症
対
策
監

進
監｣

に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の
項
本
庁
課
長
の
欄
中｢

福
利
厚
生
室
長｣

を｢

本
庁
課
内
室
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
二
年

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
条
の
十
第
一
項
中｢

健
康
福
祉
部
保
健
医
療
課｣

の
下
に｢

、
健
康
福
祉
部
感
染
症
対
策

推
進
課
、
健
康
福
祉
部
感
染
症
対
策
調
整
課｣

を
加
え
る
。

別
表
第
一
の
三
知
事
の
部
本
庁
の
項
中

｢

感
染
症
・
疾
病
対
策
監
、
こ
こ
ろ
の
健
康
推
進
監｣

を

｢

こ
こ
ろ
の
健
康
推
進
監
、
感
染
症
対
策
監｣

に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の
部
事
務
局
の
項
中｢

福

利
厚
生
室
長｣

を｢
室
長｣

に
改
め
る
。

附

則
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二

感
染
症
の
予
防

及
び
感
染
症
の
患

者
に
対
す
る
医
療

に
関
す
る
法
律

一

予
防
接
種
法

(

昭
和
二
十
三
年

法
律
第
六
十
八
号
。

以
下
こ
の
項
中

｢
法｣

と
い
う
。)

の
施
行
事
務

事
務
の
種
類

副
知
事
専
決
事
項

１

法
第
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る

予
防
計
画
の
策
定

２

法
第
十
条
第
四

１

法
第
六
条
第
一

項
の
予
防
接
種
の

措
置

部
長
専
決
事
項

１

部
長
専
決
事
項
を
除

く
法
の
施
行
に
関
す
る

事
務

１

部
長
専
決
事
項
を
除

く
法
の
施
行
に
関
す
る

事
務 課

長
専
決
事
項

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則(
昭
和
四
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
本
庁
の
項
中｢

感
染
症
・
疾
病
対
策
監
、
こ
こ
ろ
の
健
康
推
進
監｣

を｢

こ
こ
ろ
の
健
康

推
進
監
、
感
染
症
対
策
監｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
五
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
イ
の
表
知
事
の
部
本
庁
の
項
六
級
の
欄
中｢感

染
症
・
疾
病
対
策
監
､こ
こ
ろ
の
健
康
推

進
監
｣

を｢こ
こ
ろ
の
健
康
推
進
監
､感
染
症
対
策
監
｣

に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の
部
事
務
局
の

項
六
級
の
欄
中｢福

利
厚
生
室
長
｣

を｢室
長
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
七
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
三
保
健
医
療
課
の
表
中
三
の
項
を
削
り
、
四
の
項
を
三
の
項
と
し
、
五
の
項
を
四
の
項
と
し
、

六
の
項
を
五
の
項
と
し
、
七
の
項
を
削
り
、
八
の
項
を
六
の
項
と
し
、
九
の
項
か
ら
十
三
の
項
ま
で
を

二
項
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

感
染
症
対
策
推
進
課
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(

平
成
十
年
法
律

第
百
十
四
号
。
以

下
こ
の
項
中｢

法｣
と
い
う
。)

の
施

行
事
務

項
の
規
定
に
よ
る

予
防
計
画
の
変
更

３

法
第
十
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
る

予
防
計
画
の
策
定

又
は
変
更
に
お
け

る
市
町
村
及
び
関

係
団
体
か
ら
の
意

見
の
聴
取

４

法
第
二
十
五
条

第
四
項
の
規
定
に

よ
る
審
査
請
求
事

件
の
厚
生
労
働
大

臣
へ
の
移
送
等

５

法
第
三
十
八
条

第
二
項
の
第
一
種

感
染
症
指
定
医
療

機
関
及
び
第
二
種

感
染
症
指
定
医
療

機
関
の
指
定

６

法
第
三
十
八
条

第
八
項
の
規
定
に

よ
る
第
一
種
感
染

症
指
定
医
療
機
関

及
び
第
二
種
感
染

症
指
定
医
療
機
関

か
ら
の
指
定
の
辞

退
の
届
出
の
受
付

７

法
第
三
十
八
条

第
九
項
の
規
定
に

よ
る
第
一
種
感
染

症
指
定
医
療
機
関

及
び
第
二
種
感
染

症
指
定
医
療
機
関

並
び
に
結
核
指
定

医
療
機
関
の
指
定

の
取
消
し

８

法
第
五
十
一
条

第
一
項
の
新
感
染

感
染
症
対
策
調
整
課

感
染
症
対
策
推
進
課

感
調
感
推

症
に
係
る
措
置
を

実
施
す
る
場
合
の

事
前
の
厚
生
労
働

大
臣
へ
の
通
報
及

び
厚
生
労
働
大
臣

と
の
連
携

９

法
第
五
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に

よ
る
新
感
染
症
に

係
る
厚
生
労
働
大

臣
へ
の
経
過
の
報

告

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
七
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
公
文
書
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
保
健
医
療
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
七
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
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